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報告事項
１．前回協議会の振り返り

○前回の第５７回協議会は、令和７年１２月１７日（水）午前１０時に開催されました。

第５７回青梅市公共交通協議会資料の主な項目と協議概要など

２．公共交通ガイドの更新

○別冊のとおり、青梅市公共交通ガイドについて、令和８年３月のダイヤ改正にあわせて時

刻表等を更新し、２０２６年4月改訂版を作成しました。

○印刷部数は36,000部です。今後は自治会加入世帯への全戸配付および公共施設への

設置などを行っていきます。

主な項目 協議概要など

マイナンバーカードを活用

したタクシー運賃助成事業

の本格実施と今後の拡充

○主な意見は以下のとおりです。

・乗務員の負担軽減について

・福祉運送等との棲み分けの明確化

・予算不足時の周知などについて

河辺町１～３丁目地区にお

ける新たな公共交通の本運

行（案）

○主な意見は以下のとおりです。

・暑さ寒さなどの車両環境や安全対策について

・一般旅客自動車運送と自家用有償旅客運送事業との違いに

ついて

・実施主体について
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３．各交通事業者からの報告

（１）東京都交通局

・令和８年４月１日ダイヤ改正について

・サイクルバスについて

（２）西東京バス株式会社

・令和８年４月１日ダイヤ改正について ４ページを参照

・国産初のEVバス「エルガEV」を導入 ５ページを参照

（３）西武バス株式会社

・令和８年４月１日ダイヤ改正について

（４）京王自動車株式会社

・運賃改定について ６～７ページを参照

（５）東日本旅客鉄道株式会社

・青梅線昼間集中工事について ８ページを参照

・青梅鉄道公園リニューアルについて ９～１5ページを参照
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西東京バス株式会社～ダイヤ改正
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西東京バス株式会社～国産初の EV バス「エルガ EV」を導入



－6－

京王自動車株式会社～多摩地区の運賃改定のお知らせ（1／2）
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京王自動車株式会社～多摩地区の運賃改定のお知らせ（2／2）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅線昼間集中工事
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープン概要（1／3）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープン概要（2／3）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープン概要（3／3）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープンまであとすこし！（1／4）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープンまであとすこし！（2／4）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープンまであとすこし！（3／4）
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東日本旅客鉄道株式会社～青梅鉄道公園リニューアルオープンまであとすこし！（4／4）
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４．河辺駅南口周辺地域における自動運転実証実験

４－１ 概要

○令和８年２月１７日～２６日の１０日間、河辺駅南口周辺地域において、東京都都市整備局

モビリティ政策課が事業実施者となり、グリーンスローモビリティによる自動運転レベル２

（運転手搭乗型）の実証実験を実施しました。

チラシ



－17－

○実施目的

○試乗の様子

自動運転車両が持続可能な運行ができるよう、社会実装に向けた課題の検証と、対

策の検討を実施すること

３つのライダーセンサーを装備 運行・車両提供は、株式会社エクセイド

運転席 運行管理タブレット

「低速走行」周知看板・張り紙 奥多摩街道との交差部に進入（駅へ）



－18－

４－２ 利⽤状況

（１）結果の概要

①ルート別総数

○令和７年２月１７日（火）～２月26日（木）における１０日間の延べ利用者数は、東ルートで

１０２人、西ルートで９０人、合計１９２人でした。

②日別、便別平均乗車人数

○1日あたり平均約19人でした。特に、休日である２月２２日（日）、２３日（月）の乗車率が高

くなりました。

○１便あたり平均約２．９人でした。

なお、本市が実施したグリーンスローモビリティ実証運行では、令和５年度が１便あたり平

均2.1人、令和6年度が1便あたり平均1.5人で、それらより高い数値となりました。

○１便あたりの平均乗車率は、特に２便（１１時１０分発東ルート）が高くなりました。

○今回は、乗車場所を河辺駅南口に限り、以前市の実証運行で設置した停留所の一部を通

過したため、利用者の80～85％が河辺駅南口発着の往復利用となりました。
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（２）アンケート調査の主な結果

東京都では、今回、実証実験の利用者にアンケートを実施しました。回答率は５３％です。

①利用者属性

○幅広い年齢層から回答をいただきました。居住地は市内の方が４分の３を占めました。

②車両にかかる性能（速度）

○速度の設問に対して、「ちょうど良い」が59％で最も多くを占めています。

○令和6年度アンケートの81％より低くなっているのは、自動運転の最高速度を１５Km/h

に設定したこと、下り坂で徐行運転をしたことなどが、要因の一つと考えられます。

速度 本アンケート 令和6年度
利⽤者アンケート

ちょうど良い 59% 81%
「遅い」＋「やや遅い」（※1） 39% 12%
「速い」＋「やや速い」（※2） 2% 0%
無回答 8%
合計 100% 100%
※1︓令和6年度アンケートでは、「遅い」という回答者を対象
※2︓令和6年度アンケートでは、「速い」という回答者を対象
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③車両にかかる性能（乗り心地）

○「乗り心地が良いと思ったか」という設問に対して、「思う」＋「やや思う」あわせて81％と

高い状況にあります。

○令和６年度アンケートの51％より高くなっているのは、令和６年度は５０日間運行で、ほぼ

地域住民の利用が多く（※１）、日常利用による評価が含まれ現実的であり、一方、今回は

１０日間の短期でイベント的であったこと（※２）などが、要因と考えられます。

※１：河辺町１～３丁目で７０．１％、運行ルート上にあたる河辺町1～6丁目と、千ヶ瀬1丁目をあわせると84.4％を占める

※２：予約制であり、市外利用者が４分の１を占める

④自動運転への期待感

○肯定的な回答は８４％と高い状況にあります。

○特に、「ドライバー不足の解消」、「移動のしやすさの向上」、「安全性の向上」に対する期待

が高いことがわかりました。

乗り⼼地は良いと思ったか 本アンケート 令和6年度
利⽤者アンケート

「思う」＋「やや思う」（※1） 81% 51%
「思わない」＋「やや思わない」（※2） 19% 16%
どちらでもない 25%
無回答 9%
合計 100% 100%
※1︓令和6年度アンケートでは、「乗り⼼地は良い」という回答者を対象
※2︓令和6年度アンケートでは、「乗り⼼地は悪い」という回答者を対象

期待感 本アンケート

「期待できる」＋「やや期待できる」 84%
「期待できない」＋「やや期待できない」 16%
合計 100%

実数（※）
安全性の向上 45件
乗り⼼地の快適性向上 20件
定時性の確保 31件
ドライバー不⾜の解消 56件
明⽤料⾦の安さ 20件
移動のしやすさの向上 56件
エンターテイメント性の向上 4件
その他 3件
総数 86人
※︓複数回答可

100.0%

割合
52.3%
23.3%
36.0%

本アンケート期待する内容

65.1%
23.3%
65.1%
4.7%
3.5%
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４－３ 今後について

東京都では、今回の実証実験で得られた知見などをもとに、自動運転サービスの導入に向

けたガイドラインの改訂を実施するなど、自動運転の実装に向けた取組みを進めていくとの

ことです。



－23－

５．マイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成事業の実施状況

１ 登録状況

○令和7年10月15日の事業開始から令和8年2月28日までの登録者は5,1０5人で、

令和7年1～3月の試行期間中の登録者数４３５人とあわせて、2月末現在の登録者数は

5,540人です。

○要件別登録者数では「年齢が満７５歳以上の方」の登録が最も多く、84.9%を占めてい

ます。次いで「年齢が65歳以上の方で運転免許証をお持ちでない方」で8.8%を占めて

います。

期間別の登録者数

※令和8年2月28日時点の登録者数

要件別登録者数

※令和8年2月28日時点の登録者数

各地区の登録状況

※人口は令和7年1月1日現在（住民基本台帳）

人数 割合
要件１ 4,702人 84.9%
要件２ 490人 8.8%
要件３ 10人 0.2%
要件４ 121人 2.2%
要件５ 217人 3.9%

5,540人 100.0%

要件

合計

年齢が満７５歳以上の方
年齢が満６５歳以上の方で、運転免許証をお持ちでない方
免許返納などを済ませた、運転経歴証明書をお持ちの方
妊産婦の方（妊娠中または出産後１年以内の女性）
障がい者

合計 要件１ 要件２ 要件３ 要件４ 要件５
令和7年1～3月（試行期間） 435 364 55 1 15 -
令和7年10～令和8年2月（本格実施） 5,105 4,338 435 9 106 217
合計 5,540 4,702 490 10 121 217

登録者数
（人）

総人口
に対する

登録者数の割合

65歳以上人口
に対する

登録者数の割合

青梅地区 612 6.2% 16.1%
長淵地区 999 5.2% 14.8%
大門地区 792 3.7% 14.0%
梅郷地区 435 4.4% 12.1%
沢井地区 137 4.6% 10.7%
小曾木地区 131 4.3% 8.1%
成木地区 65 4.4% 8.9%
東青梅地区 809 5.3% 15.7%
新町地区 458 2.2% 9.5%
河辺地区 777 5.3% 16.3%
今井地区 325 3.1% 9.1%
合計 5,540 4.3% 13.3%
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２ 利⽤状況

○登録者のうち、１回以上助成を利用した人数は2，740人で、全体の49．5％です。

登録要件別利用者数

※令和7年10月15日から令和8年2月28日までの集計

○令和7年１０月１５日から令和8年2月28日までの利用件数は、14,407件で、１日平均約

105件です。次表の助成者数は、タクシー1回の利用につき同時に助成を受けた人数を示

します。

２人以上が同時に助成した件数は、全体の17.5％です。

助成者数別の件数

※令和7年10月15日から令和8年2月28日までの集計

 

助成利用者数 １人 ２人 ３人 ４人 合計

件数 11,889件 2,472件 40件 6件 14,407件

割合 82.5% 17.2% 0.3% 0.0% 100.0%

17.5%

登録者数 利用者数 利用率

要件1 4,702人 2,287人 48.6%

要件2 490人 270人 55.1%

要件3 10人 6人 60.0%

要件4 121人 50人 41.3%

要件5 障がい者 217人 127人 58.5%

5,540人 2,740人 49.5%

年齢が満６５歳以上の方で、運転
免許証をお持ちでない方
免許返納などを済ませた、運転経
歴証明書をお持ちの方
妊産婦の方（妊娠中または出産後
１年以内の女性）

対象者

合計

年齢が満７５歳以上の方
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○利用者が端末にタッチした時間を分析したところ、利用時間帯が最も多いのは11時台、次

いで10時台です。一方、７時台以前や１9時台以降の利用は少ないことから、登録を済ま

せた方のタクシー利用が、日中に多いことが窺えます。

時間帯別利用件数

※令和7年10月15日から令和8年2月28日までの集計

○利用者の運賃（助成額を引く前の額）について分析したところ、最も利用が多いのは

１，０００円以上２，０００円未満で55.5％です。単純に２，０００円未満の金額を距離運賃に

置き換えた場合、出発地から目的地まで概ね４ｋｍ以内の利用が全体の79.2％を占めて

います。

運賃別件数

※令和7年10月15日から令和8年2月28日までの集計

（参考）京王自動車㈱青梅営業所の運賃（３月１５日までのもの）

❶距離運賃 初乗り1.091km500円、以後233ｍごとに100円加算
❷時間距離併⽤運賃 時速10km以下で⾛⾏した場合、１分25秒ごとに100円
❸迎⾞料⾦・予約料⾦ 迎⾞料⾦︓１回400円（時間指定予約の場合、別途500円）
❹障がい者割引 １割引※当該手帳を提示した場合に限る
❺遠距離割引 9,000円を超える⾦額について１割引

利用料金 1,000円未満 1,000円台 2,000円台 3,000円台 4,000円台 5,000円以上

件数 3,420件 7,991件 2,074件 529件 207件 186件

割合 23.7% 55.5% 14.4% 3.7% 1.4% 1.3%
79.2%

時間帯　 ０時台 １時台 ２時台 ３時台 ４時台 ５時台 ６時台
件数 40件 18件 7件 4件 2件 5件 31件
割合 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
時間帯　 ７時台 ８時台 ９時台 １０時台 １１時台 １２時台 １３時台
件数 145件 693件 1,383件 1,757件 1,908件 1,565件 1,338件
割合 1.0% 4.8% 9.6% 12.2% 13.2% 10.9% 9.3%
時間帯 １４時台 １５時台 １６時台 １７時台 １８時台 １９時台 ２０時台
件数 1,270件 1,207件 1,037件 651件 427件 283件 196件
割合 8.8% 8.4% 7.2% 4.5% 3.0% 2.0% 1.4%
時間帯 ２１時台 ２２時台 ２３時台
件数 194件 143件 103件
割合 1.3% 1.0% 0.7%
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〇出発地別の利用者数をみると、河辺、東青梅、青梅の各駅のほか、市立青梅総合医療セ

ンターや高木病院などの医療機関、市役所などからの利用が多くみられます。

運行の出発地点

出発地別の利用者数（250mメッシュ毎に集計）

青梅駅

東青梅駅

青梅市役所 市立青梅総合

医療センター
河辺駅

※令和 7 年 10 月 15 日から令和 8 年 2 月 28 日までの利用件数について、

出発地を 250m メッシュ（国の統計に準ずる）に集約して利用者数を集計

河辺町 7 丁目 高木病院
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○到着地別の利用者数をみると、出発地同様、河辺、東青梅、青梅の各駅のほか、市立青

梅総合医療センターや高木病院などの医療機関、市役所などへの利用が多くみられま

す。

運行の到着地点

到着地別の利用者数（250mメッシュ毎に集計）

※令和 7 年 10 月 15 日から令和 8 年 2 月 28 日までの利用件数について、

出発地を 250m メッシュ（国の統計に準ずる）に集約して利用者数を集計

青梅駅

青梅市役所 市立青梅総合

医療センター
河辺駅

河辺町 7 丁目 高木病院
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○出発地と到着地ペア別の利用者数をみると、成木、御岳などと、河辺、東青梅、青梅の各

駅周辺や、市立青梅総合医療センターを結ぶ、遠距離の利用もみられます。

○特に利用が多い地区として、河辺町１丁目や河辺町８丁目、野上町４丁目、根ヶ布２丁目と

河辺、東青梅駅周辺の移動が挙げられます。

出発地・到着地ペア別の利用者数（出発地・到着地を250mメッシュに集約して集計）

※令和 7 年 10 月 15 日から令和 8 年 2 月 28 日までの利用件数について、

出発地を 250m メッシュ（国の統計に準ずる）に集約して利用者数を集計
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協議事項
１．施策の実施状況と目標値の確認および見通しの検証

１－1 施策の実施状況

（１）青梅市地域公共交通計画の実施工程と、令和7年度の工程
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（２）各公共交通施策における令和7年度の実施と、達成状況

達成状況 A:達成(100%)、B:概ね達成(75％)、C:半ば達成(50%)、D:一部実施(25%)、E:未実施

公共交通施策 令和6年度
達成状況 令和7年度の実施状況 令和7年度

達成状況 次年度に向けた課題や取組

⑴公共交通のネット
ワークとサービスの
維持

❶施設送迎バスの活⽤ A ・令和 6年度から引き続き検討している
が、十分な進捗がない D ・実証運⾏に向けて、引き続き検

討

❷既存の公共交通の補完 A

・令和７年 10 ⽉ 15⽇より、マイナンバ
ーカードを活⽤したタクシー運賃助成
事業について、対象地区を市内全域に
拡大して本格実施

・事業拡充のため、対象事業者や登録受
付場所の拡充ほか

A
・持続可能な事業としていくた
め、利⽤環境などの向上のた
めの施策を検討

❸まちづくりにあわせた路
線の再編 － ・契機となるまちづくりがない － ・東⻘梅１丁⽬、今井４丁⽬など

まちづくりの動向を注視する
⑵鉄道と路線バスの
サービス圏外の解消 ❶新たな公共交通の導入 A ・河辺町１〜3 丁⽬地区で、本運⾏に向

けた検討・手続き － ・河辺町１〜３丁⽬地区におい
て本運⾏を実施

⑶モデル地区におけ
る自動運転技術活⽤
の実証運⾏

❶自動運転 A ・河辺駅南口周辺地域を対象に、東京都
が主体となり実証実験を実施 A ・実証運⾏に向けた研究

⑷交通結節点におけ
る乗換え環境の充実

❶シェアサイクル普及のた
めのサイクルポートを確
保する土地の提供

Ａ ・電動アシストのレンタサイクル「うめ
クル」の運営 Ａ ・需要にあわせて展開を検討

❷バス停での端末交通の受
入れ E ・検討していない E ・可能性を検討

❸駅での端末交通の受入れ A ・⑷❶のとおり A ・3駅以外での可能性を検討

⑸マイナンバーカー
ドを活⽤した公共交
通の利⽤促進

❶マイナンバーカード活⽤ A ・マイナンバーカードを活⽤したタクシ
ー運賃助成事業の本格実施 A ・持続可能な事業としていくの

ための研究・検討
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公共交通施策 令和6年度
達成状況 令和7年度の実施状況 令和7年度

達成状況 次年度に向けた課題や取組

⑹公共交通のデジタ
ル化とMaaSの推進

❶公共交通のデジタル化と
MaaS の推進 D ・公共交通のデジタル化やデータオープ

ン化について各地の取組情報を収集 D ・引き続き、各地の取組情報を収
集する

⑺公共交通安全対策
の強化

❶バス停留所等の安全対策 A ・対象となるバス停は令和６年度までに
安全対策がなされた A

❷交通安全教室 A ・未実施（⽇程調整できず） － ・⼩学校での取組みを⾏う
・実施校の拡大を検討する

⑻バリアフリーの推
進

❶❷鉄道駅・⾞両、バス停留
所・⾞両、駅前広場、道路、
公共施設

A

・２つのレイアウト案をもとに、仕様な
どの比較検討

・南口駅前広場の整備に向けた、警視庁
⻘梅警察署、ＪＲとの３者協議

D ・引き続き、東⻘梅駅北口バリア
フリー化に係る取組を進める

❸公共交通の視点からの心の
バリアフリー啓発活動 A ・第 58 回産業観光まつりで公共交通コ

ーナーを出展し、啓発活動を実施 A ・⼩学校での取組を⾏う
・産業観光まつりでの出展

⑼市⺠の利⽤促進

❶❷❸広報おうめ、公共交通
ガイド、モビリティ・マネ
ジメント

A

・第 58 回産業観光まつりにおいて公共
交通コーナーを出展

・公共交通ガイドの 2026 年 4⽉改訂版
を作成・印刷し配布や設置

A ・産業観光まつりでの出展
・公共交通ガイドの作成、配布

❹公共交通の写真展 E ・検討していない E ・開催に向けて検討

❺ SNS 等のメディア媒体を
活⽤した情報発信および情
報収集

A
・⻘梅市公式 LINE、X などを活⽤し、マ
イナンバーカードを活⽤したタクシー
助成事業などを周知

D ・継続

❻公共交通サポーター制度の
導入 E ・検討していない E ・可能性を検討する

⑽来訪者の利⽤促進

❶観光需要に応じた運⾏等の
サービス E ・検討していない E ・可能性を検討する

❷観光型MaaS E ・広く動向を注視 E ・引き続き、事例を収集する

❸⻘梅〜奥多摩間の組織づく
りと活動 A

・マイレール意識醸成のため、JR 東⽇本
⼋王⼦⽀社、奥多摩町、⻘梅市が共同
で⻘梅線⾞内絵画展を実施

・昼間工事にかかる三者協議を実施

C ・奥多摩町、JR東⽇本との三者
協議を継続する

達成状況 A:達成(100%)、B:概ね達成(75％)、C:半ば達成(50%)、D:一部実施(25%)、E:未実施
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１－2 ⽬標値の確認および⾒通しの検証

（１）青梅市地域公共交通計画の前期目標値と、令和7年度の目標値の確認

（年度）

数値指標 現状 令和5
（2023）

令和6
（2024）

令和7
（2025）

令和8
（2026）

令和9
（2027）

①【標準】市⺠一⼈当たりの
公共負担額

1,203円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円 1,200円

②【標準】⾻格的なバス路線
の利⽤者指数

83
（令和3年度）

84 85 86 87 88

③【推奨】⻘梅駅、東⻘梅駅、
河辺駅、⼩作駅発の平⽇便
数

616便
616便
相当

616便
相当

616便
相当

616便
相当

616便
相当

④【選択】路線バスの系統数 32系統
32系統
相当

32系統
相当

32系統
相当

32系統
相当

32系統
相当

⑤【推奨】鉄道と路線バスの
サービス圏外＊のうち⼈口
密度が40⼈／ha以上の主
な地区の数

9地区
（平成27年度）

9地区 9地区 ８地区 ８地区 7地区

⑥【選択】新技術の導入件数 0件 0件 0件 1件 1件 2件

⑦【選択】バス停周辺におけ
る端末交通手段の駐輪・駐
⾞場の数

1箇所 1箇所
2箇所
以上

２箇所
以上

3箇所
以上

3箇所
以上

⑧【選択】更なる安全対策を
講じるべきバス停留所の
数

3箇所 3箇所 2箇所 1箇所 0箇所 0箇所

⑨【選択】心のバリアフリー＊

啓発活動の実施数
－ 1回以上 2回以上 3回以上 4回以上 5回以上

⑩【推奨】自宅から路線バスを
利⽤すると回答した割合
（将来は代替交通を含む）

23％
（令和3年度）

－ 25％
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（２）各数値目標における令和7年度の現状値と、見通しの検証

①の出典：各年度青梅市行政報告

③④の出典：各年度青梅市公共交通ガイド（毎年４月現在）

⑧の出典：バス停留所安全性確保対策実施状況一覧表（令和 6 年 11 月・東京都バス停留所安全性確保合同検討会）

数値指標
令和5年度
現状値

令和 6年度
現状値

令和7年度（2025年度） ●補足
⇒前期⽬標値の⾒通し
の検証⽬標値 現状値

①市⺠一⼈当たりの
公共負担額

1,211円 1,220 円 1,200円 1,226円
●⼈件費、動⼒費などの上
昇で、⽬標値の達成は困
難な状況

②⾻格的なバス路線
の利⽤者指数

85 85 85 85
●系統によって、増減それ
ぞれみられた

③⻘梅駅、東⻘梅駅、
河辺駅、⼩作駅発の
平⽇便数

605便 604 便 616便
相当

589便

●今後も、乗務員不足にと
もなう運⾏本数の⾒直
しが想定される

⇒輸送資源の活⽤が急務

④路線バスの系統数 30系統 30 系統 32系統
相当

31系統
●⻄東京バス⻘26系統運
⾏開始による増加

⑤鉄道と路線バスの
サービス圏外のう
ち⼈口密度が40⼈
／ha以上の主な地
区の数

9地区 9地区 8地区 9地区
●グリスロは本運⾏に向
けて検討・手続き段階

⑥新技術の導入件数 0件 0件 1件 0件

※東京都による自動運転
実証実験が⾏われた

●導入に向けた研究を進
める

⑦バス停周辺におけ
る端末交通手段の
駐輪・駐⾞場の数

0箇所 0箇所 2箇所
以上

0箇所 ー

⑧更なる安全対策を
講じるべきバス停
留所の数

1箇所 0箇所 1箇所 0箇所
●令和４年度に挙げた３
箇所について、いずれも
安全対策がなされた

⑨心のバリアフリー
啓発活動の実施数

1回 2回 3回以上 1回

⇒令和9年度は5回以上で
毎年度増加。公共交通ガ
イドへの記載などの検
討も必要



－34－

２．鉄道と路線バスのサービス圏外のうち人口密度が40人／ha以上の主

な地区の状況の分析

（１）過年度調査の概要

○青梅市地域公共交通計画では、駅から７００ｍまたはバス停から３００ｍ圏外を「鉄道とバ

スのサービス圏外（以下「サービス圏外」とします。）」と定義付けております。このうち人口

密度が40人／ha以上の主な地区（以下の❶～❾）について、その解消を進めることとし

ています。

❶駒木町2丁目・長淵8丁目

❷長淵5丁目

❸今寺1・2丁目

❹今寺４丁目

❺師岡町２丁目

❻河辺町１・２丁目

❼河辺町６～８丁目

❽今井１丁目

❾今井3丁目

○そこで、第52回協議会（令和6年7月24日開催）において、各地区について以下の項目

の調査結果を示し、共有しました。

【人口の整理による状況】

⑴人口規模（令和6年1月1日現在）

⑵高齢化率（〃）

⑶人口増減率（平成27年1月1日と令和６年１月1日現在の比較）

【サービス圏外等の図示による状況】

⑷バス路線・バス停

⑸サービス圏外のうち人口密度が40人／ha以上の地区

⑹最寄りバス停までの想定される経路と、このうち白線の内側が4．3ｍ以上の道路

出典：青梅市地域公共交通計画
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（２）人口の整理による状況の更新

○令和8年１月１日現在の人口データを踏まえ、以下のとおり更新します。

⑴人口規模

○最も人口規模が大きいのは❼河辺町６～８丁目であり、総数は約4,500人、老年人口

（65歳以上）は約1，600人です。

○次いで大きいのは❽今井１丁目であり、総数は約2，900人、老年人口（65歳以上）は約

1,100人です。

地区別の年齢階層別人口

うち総数と老年人口（65歳以上）

出典：住民基本台帳（令和 8 年１月 1 日）

単位：人 総数
年少人口
0～14

生産年齢
15～64

老齢人口
65以上

老齢人口
75以上

❶駒木町2丁目・長淵8丁目 1,297 100 689 508 319

❷長淵5丁目 1,003 82 582 339 240

❸今寺1・2丁目 2,098 420 1,326 352 191

❹今寺４丁目 1,467 165 949 353 217

❺師岡町２丁目 1,793 198 1,023 572 310

（参考）❻河辺町１・２丁目 2,174 148 1,286 740 317

❼河辺町６～８丁目 4,529 352 2,581 1,596 975

❽今井１丁目 2,857 261 1,534 1,062 677

❾今井3丁目 1,828 158 1,082 588 399

1,297

1,003

2,098

1,467

1,793

2,174

4,529

2,857

1,828

508

339

352

353

572

740

1,596

1,062

588

0 2,000 4,000 6,000
（人）

❶駒木町2丁目・長淵8丁目

❷長淵5丁目

❸今寺1・2丁目

❹今寺４丁目

❺師岡町２丁目

（参考）❻河辺町１・２丁目

❼河辺町６～８丁目

❽今井１丁目

❾今井3丁目

総数

老齢人口65以上
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⑵高齢化率

○最も高齢化率が高いのは❶駒木町2丁目・長淵8丁目であり、65歳以上で39％、７５歳

以上で２5％です。

○最も高齢化率が低いのは❸今寺１・２丁目であり、年少人口が最も多い地区にもなってい

ます。

地区別の高齢化率

うち老年人口（65歳以上）と老年人口（75歳以上）の高齢化率

出典：住民基本台帳（令和 8 年１月 1 日）

年少人口
0～14

生産年齢
15～64

老齢人口
65以上

老齢人口
75以上

❶駒木町2丁目・長淵8丁目 8% 53% 39% 25%

❷長淵5丁目 8% 58% 34% 24%

❸今寺1・2丁目 20% 63% 17% 9%

❹今寺４丁目 11% 65% 24% 15%

❺師岡町２丁目 11% 57% 32% 17%

（参考）❻河辺町１・２丁目 7% 59% 34% 15%

❼河辺町６～８丁目 8% 57% 35% 22%

❽今井１丁目 9% 54% 37% 24%

❾今井3丁目 9% 59% 32% 22%

39%

34%

17%

24%

32%

34%

35%

37%

32%

25%

24%

9%

15%

17%

15%

22%

24%

22%

0% 20% 40% 60%

❶駒木町2丁目・長淵8丁目

❷長淵5丁目

❸今寺1・2丁目

❹今寺４丁目

❺師岡町２丁目

（参考）❻河辺町１・２丁目

❼河辺町６～８丁目

❽今井１丁目

❾今井3丁目

老齢人口65以上

老齢人口75以上
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⑶人口増減率（平成27年と令和8年の比較）

○人口を平成２７年と令和8年を比較した場合の増減率を示します。

○総数の増減率が最も高いのは❸今寺1・2丁目の３１％であり、次いで高いのは❺師岡町

2丁目の１０％です。

逆に総数の増減率が最も低いのは❻河辺町1・2丁目の△１４％であり、次いで低いのは

❶駒木町2丁目・長淵8丁目の△１１％です。

○老年人口（65歳以上）の増減率が最も高いのは❻河辺町1・2丁目の6１％であり、次いで

高いのは❹今寺4丁目の５０％です。

地区別の人口増減率（（令和８年値－平成27年値）／平成27年値）

うち総数と老年人口（65歳以上）の増減率

出典：住民基本台帳（平成 27 年 1 月 1 日と令和８年１月 1 日）

総数
老齢人口（65

歳以上）
老齢人口（75

歳以上）

❶駒木町2丁目・長淵8丁目 -11% 9% 56%

❷長淵5丁目 -9% 5% 42%

❸今寺1・2丁目 31% 25% 84%

❹今寺４丁目 1% 50% 158%

❺師岡町２丁目 10% 38% 93%

（参考）❻河辺町１・２丁目 -14% 61% 99%

❼河辺町６～８丁目 -8% 18% 106%

❽今井１丁目 -3% 23% 78%

❾今井3丁目 -7% 8% 107%

-11%
-9%

31%

1%
10%

-14%
-8%

-3%
-7%

9%
5%

25%
50%

38%
61%

18%
23%

8%

-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

❶駒木町2丁目・長淵8丁目

❷長淵5丁目

❸今寺1・2丁目

❹今寺４丁目

❺師岡町２丁目

（参考）❻河辺町１・２丁目

❼河辺町６～８丁目

❽今井１丁目

❾今井3丁目
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⑷人口増減率（令和6年と令和8年の比較）

○人口を令和6年と令和8年を比較した場合の増減率を示します。

○総数の増減率が最も高いのは❺師岡町2丁目の3.5％であり、次いで高いのは❶駒木町

2丁目・長淵8丁目の2.5％です。

逆に総数の増減率が最も低いのは❷長渕５丁目の△2.７％であり、次いで低いのは❻河

辺町1・2丁目の△２．５％です。

○老年人口（65歳以上）の増減率が最も高いのは❹今寺4丁目の４．１％であり、次いで高

いのは❺師岡町2丁目の３．２％です。

地区別の人口増減率（（令和８年値－令和６年値）／令和６年値）

うち総数と老年人口（65歳以上）の増減率

出典：住民基本台帳（令和 6 年 1 月 1 日と令和８年１月 1 日）

総数
老齢人口（65

歳以上）
老齢人口（75

歳以上）

❶駒木町2丁目・長淵8丁目 2.5% -0.6% 11.5%

❷長淵5丁目 -2.7% -1.7% 2.1%

❸今寺1・2丁目 -0.1% -1.1% 13.7%

❹今寺４丁目 2.3% 4.1% 22.6%

❺師岡町２丁目 3.5% 3.2% 20.6%

（参考）❻河辺町１・２丁目 -2.5% 1.9% 13.6%

❼河辺町６～８丁目 -0.1% 1.0% 10.3%

❽今井１丁目 -1.2% 0.1% 7.6%

❾今井3丁目 2.1% -2.0% 11.5%

2.5%
-2.7%

-0.1%
2.3%

3.5%
-2.5%

-0.1%
-1.2%

2.1%

-0.6%
-1.7%

-1.1% 4.1%

3.2%
1.9%

1.0%
0.1%

-2.0%

-5.0% 0.0% 5.0%

❶駒木町2丁目・長淵8丁目

❷長淵5丁目

❸今寺1・2丁目

❹今寺４丁目

❺師岡町２丁目

（参考）❻河辺町１・２丁目

❼河辺町６～８丁目

❽今井１丁目

❾今井3丁目

総数 老齢人口（65歳以上）
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（３）まとめ

○上記⑴～⑷は、以下のようにまとめられます。

○また、各地区の位置は以下のとおりであり、近傍の地区同士を仮にまとめると、人口集積

はさらに高くなります。

・

⑴⼈口規模 ・❼河辺町6〜8丁⽬が最大
・次いで❽今井1丁⽬

⑵⾼齢化率 ・❶駒⽊町2丁⽬・⻑淵8丁⽬が最も⾼い
・❸今寺1・2丁⽬は若年層が多く、最も若い

⑶⼈口増減率（平成27年と令和8年
の比較による⻑期）

・❸今寺1・2丁⽬が最も⾼い（増加）
・❻河辺町1・2丁⽬が最も低い（減少）。ただし
６５歳以上に限ると最も⾼い（増加）

⑷⼈口増減率（令和6年と令和8年
の比較による短期）

・❺師岡町2丁⽬が最も⾼い（増加）
・❷⻑淵5丁⽬が最も低い（減少）
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（４）今後の分析の考え方

○本格実施されたマイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成事業（以下「助成事業」と

いう。）は、市内全域を対象に、高齢者等交通弱者の外出機会の創出および移動円滑化

を目的として、実施しております。

○❻河辺町1・2丁目地区は、新たな公共交通の本運行を控えていますが、以下の理由などか

ら、助成事業とは別に、新たな公共交通の導入の必要性・充分性があると考えられます。

・実証運行の成果だけでなく、人口密度を分析したところ、一定数（40人/ha以上）のま

とまりがあることから、一定の需要があると考えられる。

・急傾斜の坂道により、駅や商業・医療施設へのアクセスが徒歩では厳しい。

・主要道路（千ヶ瀬河辺下通り）から細い道が枝分かれしている地区のため、停留所を

定めた定路線の運行に向いている。

・人口は減少したが、65歳以上の人口は増加している。この傾向が長期にわたり続く場

合、地域コミュニティの脆弱化が懸念されるが、公共交通の導入が、まちとしての機能

維持に寄与する可能性がある。

・導入とその後のマネジメントを支える地域組織がある。

○以上を踏まえ、今後の分析では、次の視点がより重要になると考えます。

▶新たな地域公共交通の成立性を左右する基礎条件

・人口集中地区に相当する40人/ha以上の地区（密度の指標）

・人口のまとまりの多いエリア（需要の指標）

▶生活圏の特性

・商業・医療施設等へのアクセス

・坂道や地形条件

・住民の主な移動目的・移動先

▶助成事業では補えない新たな公共交通の役割

・地域コミュニティの維持・活性化

・生活圏の回遊性

・定時・定路線の安心感
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3．青梅市地域公共交通計画の見直しの検討

（１）見直しの背景

○青梅市地域公共交通計画の計画期間は、令和5年度から令和14年度までの10年間で

す。

○このうち令和9年度までの5年間を前期として、最終年度である令和９年度に見直しを行

うこととしており、時代潮流や青梅市の公共交通に関する状況などについて時点修正を行

った上で、少なくとも以下の点について見直しを行うこととしています。

⑴あるべき姿と公共交通の役割

⑵目標

⑶公共交通施策

⑷目標値

出典：青梅市地域公共交通計画

○⑴～⑷の主な該当ページを次ページ以降に示します。
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⑴あるべき姿と公共交通の役割（１／２ページ）

出典：青梅市地域公共交通計画
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⑴あるべき姿と公共交通の役割（２／２ページ）

出典：青梅市地域公共交通計画
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⑵目標（１／２ページ）

出典：青梅市地域公共交通計画
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⑵目標（２／２ページ）

出典：青梅市地域公共交通計画
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⑶公共交通施策

出典：青梅市地域公共交通計画
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⑷目標値

出典：青梅市地域公共交通計画
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（２）見直しの方法

○令和８～９年度に、以下の3点を中心とした見直しのための調査を行います。

(1) 青梅市の公共交通を取り巻く状況把握

・時代潮流（人口動態、外出頻度、交通事業者が抱える課題などの把握）

・法律の改正

・上位計画等（市では、令和７年度、第3次環境基本計画を策定し、都市計画マスタ

ープランを改定）

（2） 青梅市の公共交通に関する状況把握

・主要な施設と公共交通の関係

・公共交通の状況（鉄道と路線バスのサービス圏外の見直し）

・市民ニーズ（市政総合世論調査などの活用）

（３） 計画の推進方策と可能性

・施策や目標値の達成状況

・後期に向けた実施工程の見直し

○また、令和８年度中の公共交通協議会では、地域公共交通計画の改訂に向けた工程案に

ついて協議する予定です。
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4．令和８年度の各事業の予定

４－１ マイナンバーカードを活⽤したタクシー運賃助成事業

（１） 令和８年度の予定について

○市では、この事業について、令和７年１０月から本格実施を開始しました。引き続き本事業

に取り組むとともに、以下の内容を予定しております。

・対象事業者の拡充

⇒京王自動車㈱青梅営業所、福生営業所に加え、西多摩交通圏（青梅市、福生市、

羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村の８市町村）内のタクシ

ー事業者３社を対象に、本事業が利用できるよう準備してまいります。

（２） 令和８年度に検討、研究することについて

・対象事業者（介護タクシー）の拡充

⇒介護タクシー（一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定））について、他

自治体の事例を研究するとともに、需要、市内事業者の把握、運賃体系への対応

などについて、研究してまいります。

・代理人による申請

⇒マイナンバーカードの申請手続きなどを参考に、なりすましなど不正利用の防止に

留意した運用を研究してまいります。

・登録場所の拡大、登録機会の創出

⇒地域や要件などの登録状況について、引き続き分析してまいります。
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４－２ 河辺町１〜３丁⽬地区における新たな公共交通の本運⾏（案）

○この事業は、令和７年１２月に開催した第５７回公共交通協議会にて、概要、運行案につい

てご協議いただいたところです。令和８年度においても、引き続き本事業に取り組んでま

いります。

年度 ⽉ 取組概要

令和７年度 ３月

・条例素案の作成

・第５８回公共交通協議会

→進捗などの報告

令和８年度

４月 ・条例素案のパブリックコメント実施

５月

・第５９回公共交通協議会

→運行計画の協議（対面での開催を予定します。）

・交通空白地有償運送運転者講習

・条例案の決定（庁内）

６月

・道路運送法にもとづく自家用有償旅客運送の登録申請手続き

（関東運輸局東京運輸支局）

・条例案の提出（市議会）

７月
・条例施行

・自家用有償旅客運送による本運行開始
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5．令和 8 年度事業計画および予算案

（１）事業内容

○青梅市地域公共交通計画（以下「本計画」という。）の推進

本計画にもとづく公共交通施策の検討実施

○公共交通利用促進等の検討実施

公共交通ガイドの作成・配布、モビリティ・マネジメントによる市民意識の醸成

○公共交通協議会等の開催

公共交通施策の検討実施にかかる協議、本計画の達成状況の評価検証、その他情報共有

（２）年間スケジュール

回数 開催予定 内容
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（３）予算案

○歳入

○歳出

＜参考＞

青梅市予算（公共交通対策経費）の主な内容

○バス路線維持費負担金 １７０,８５５千円

○新たな公共交通本運行にかかる費用 １２,１５２千円

○マイナンバーカードを活用したタクシー運賃助成にかかる費用 ５７,２２２千円

（４）業務委託

○上記事業を進めるにあたり、事務補助のための業務委託を実施します。なお、仕様等につ

いては次項のとおりです。

6．令和 8 年度業務委託

○会当日に事務局から資料を配付のうえ、ご説明いたします。

款 項 目 金額（円） 摘要

１ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 6，618，0００ 青梅市補助金

２ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 ０

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 ０

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 １００ 預金利子

計 6，618，1００

款 項 目 金額（円） 摘要

１ 運営費

１ 会議費 １ 会議費 706，5００ 委員報償費、費用弁償

１ 事務費 １ 事務費 71，4００ 消耗品費、通信運搬費

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 5，840，000 業務委託料等

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 ２00

計 6，618，１００
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7．その他


